
○国土交通省告示第十五号 

  建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第二十五条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がそ

の業務に関して請求することのできる報酬の基準を次のように定める。 

    平成二十一年一月七日 

                                                                  国土交通大臣 金子 一義 

 

 

第一 業務報酬の算定方法 

  建築士事務所の開設者が建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務又は建築工事の指

導監督の業務（以下「設計等の業務」という。）に関して請求することのできる報酬は、複数の建築

物について同一の設計図書を用いる場合その他の特別の場合を除き、第二の業務経費、第三の技術

料等経費及び消費税に相当する額を合算する方法により算定することを標準とする。 

第二 業務経費 

  業務経費は、次のイからニまでに定めるところによりそれぞれ算定される直接人件費、特別経費、

直接経費及び間接経費の合計額とする。この場合において、これらの経費には、課税仕入れの対価

に含まれる消費税に相当する額は含まないものとする。 

  イ 直接人件費 

  直接人件費は、設計等の業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要と

なる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の一日当たりの額に当該業務に従事

する延べ日数を乗じて得た額の合計とする。 

  ロ 特別経費 

  特別経費は、出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基づいて必要となる費用の

合計額とする。 

  ハ 直接経費 

  直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費等設計等の業務に関して直接必要となる費用（ロに

定める経費を除く。）の合計額とする。 

  ニ 間接経費 

  間接経費は、設計等の業務を行う建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究

調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用（イからハまでに定める経費を除く。）

のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額とする。 

第三 技術料等経費 

  技術料等経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費

用とする。 

第四 直接人件費等に関する略算方法による算定 

  業務経費のうち直接人件費並びに直接経費及び間接経費の合計額の算定については、第二のイ、

ハ又はニにかかわらず、次のイ又はロに定める算定方法を標準とした略算方法によることができる

ものとする。ただし、建築物の床面積の合計が、別添二に掲げる建築物の類型ごとに別添三に掲げ

る床面積の合計の欄に掲げる値のうちの最も小さい値を下回る建築物又は最も大きい値を上回る建

築物にあっては、その略算方法によることができないものとする。 



  イ 直接人件費 

  設計等の業務でその内容が別添一に掲げる標準業務内容であるものに係る直接人件費の算定は、

別添二に掲げる建築物の類型に応じて、通常当該業務に従事する者一人について一時間当たりに

要する人件費に別添三に掲げる標準業務人・時間数を乗じて算定する方法 

  ロ 直接経費及び間接経費の合計額 

  直接経費及び間接経費の合計額の算定は、直接人件費の額に一・○を標準とする倍数を乗じて

算定する方法 

２ 前項イに定める算定方法において、標準業務内容のうち一部の業務のみ行う場合は、別添三に掲

げる標準業務人・時間数から行われない業務に対応した業務人・時間数を削減することにより算定

するものとする。 

３ 第一項イに定める算定方法において、別添四に掲げる業務内容など標準業務内容に含まれない追

加的な業務を行う場合は、別添三に掲げる標準業務人・時間数に当該業務に対応した業務人・時間

数を付加することにより算定するものとする。 

４ 第一項ロに定める算定方法において、直接経費及び間接経費が通常の場合に比べ著しく異なる場

合は、乗ずる倍数を調整することにより算定するものとする。 

 

      附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ 昭和五十四年建設省告示第千二百六号は、廃止する。 


